
継続検査【指定整備】ＯＳＳを取り巻く全体イメージ

一括利用者システム

申請代理人

③整備・検査

②継続検査申請書の
添付書類に関する
電子的取扱いの確認

指定整備事業者等

軽自動車ＯＳＳシステム

軽自動車検査協会

ポータルサイト
継続検査申請書の作成・提出（送信）
＝ＯＳＳ申請

⑥ｰ【方法２】代理で申請

④（②で確認した）添付
書類の電子的情報登録

一般財団法人
自動車検査登録情報協会
（自検協）
（『電子自賠責』の取扱い）

ＡＩＲＡＳ

一般社団法人
日本自動車整備振興会連合会
（日整連）
（『電子保安基準適合証』の取扱い）

登録情報処理機関

④保安基準適合証情報の登録

または、

①車検の依頼

使用者本人
（自動車ユーザー）

⑥ｰ【方法１】ご自身で申請

⑦照会

⑧回答

⑨審査

注 検査手数料・技術情報管理手数料や自動車重量税の電子納付については、便宜上、下図のイメージから省略しています。
注 現状、申請先の軽自動車検査協会事務所にて、有効期間の更新された自動車検査証等を受け取る必要があります。
なお、受け取りにあたっては、自動車検査証等のほか、軽自動車OSSポータルサイトの状況照会画面で、「受取者認証兼受取車両個別申告用二次元コード」を
印刷・発行のうえ、ご提示いただく必要があります。

注 継続検査ＯＳＳのイメージをつかんでいただくことに主眼を置いているため、法令上の規定とは正確に表現を合わせていない箇所が含まれますが、ご容赦ください。

⑤添付書類を電子的情報
登録したことについて、使
用者へ連絡


